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                            ２月号 
会員の皆様へ 

                     平成３０年２月１４日 

鎌倉ハイランド自治会 

 

事務局 からのお知らせ 

☆ 新年度（平成３０年度）の幹事、組長さんの選出をお願いしています。 

各組ごとに話し合って、２月の末までに選出をお願いします。 

 

３月の幹事会に新幹事さんにはご出席頂き、役割の分担を決めていただきます。 

 

☆ 新一年生はお届を！！ 

 今年新しく小学校に入られるお子さんに、市からのお祝いの

品があります。 

 

新入生をお持ちの方は、民生・児童委員 河野さん（Ｊ－４４） 

(２２－９０４５）までお名前をお届け下さい。（期限は、３月５日） 

 

お近くに、該当者と思われるお子さんをお持ちの方をご存知でしたら、知らせ

て上げてください。 

 

通われる学校にかかわらずお知らせください。 

 

◇ 敬老会へのご招待  （鎌倉八幡宮） 

鎌倉八幡宮では、毎年５月５日（こどもの日）に市内在住の８０才以上の方を招

いて敬老会を催しています。八幡宮では舞楽の奉納と贈り物があります。 

今年も招待の案内が来ましたので、お知らせ致します。 

自治会でまとめて申込みますので、下記までお申し込みください。 

招待状と参列証をお届けします。 

 

【申込方法】 

応募資格： 昭和１４年生迄 数え年８０才以上鎌倉在住の方。 

記入事項： 住所、氏名、生年月日、電話番号、ハウス番号を

メモまたは電話で申込先に提出して下さい。 

申 込 先： 自治会館（平日の午前中） ２４－９４７６ 

又は、会長 高橋（I-66）  ２５－０８２３ 

締め切り： ２月２５日 
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文化福祉スポーツ部 からのお知らせ 

☆ ２月ティールーム について 

今月のテーマは『知っておきたい介護の仕組み』 

２月２８日（水）午前１０時からティールームを開きます。（無料） 

今回は・・・ 

鎌倉市地域包括支援センターの職員に来ていただき、介護の問題につ

いて詳しい説明と質問を受けていただきます。 

お誘い合わせの上お集まり下さい。 

 

６５歳以上の方が居るお宅には、ピンク色の「介護保険被保険者証」が有ると思

いますが、この保険証は健康保険証と違ってこの保険証を持って行っただけでは介護

サービスは受けられません。介護サービスを受けるにはあらかじめ手続きをする必要

があります。ご存知でしたか？・・・何々！知らなかった！ 何処に行けばいいの？ 

 

介護保険料は誰が払っているか知っていますか？ 

４０歳以上の国民全てが年収に応じて支払っています。現に介護を受けている人も生

きているかぎり支払わなければなりません。・・・何々！ 知らなかった！ 

 

是非２８日のティールームに来て「介護の仕組みについて」勉強して、安心して老後

を迎えましょう。 

“まだそんなに老けちゃーいないよ！” いえいえ！ 若い人にもこの際、是非

勉強していってほしいと思います。 

お茶とお菓子を用意してお待ちしています。 

 

☆ ３月のティールームは２８日（水）です。 

このティールームでは、『樹木医』を予定しています。 

是非、自治会館にお出でください。午前１０時からです。（無料） 

 

☆ いきいき健康教室 （於：自治会館） 

 毎月、第１、第２、第３水曜日の３回、午前１０時から高齢者向けストレッチ体操

を行っています。特に足、足首、つま先など普段気にしないようなところも入念

に揉みほぐしていきます。 転倒防止には足の柔軟性が大切です。 

 

転ばぬ先の杖ならぬ体操です。新しく参加される方も気軽にお出で下さい。 

（参加費 300円） 
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環境厚生部 からのお知らせ 

☆ クリーンデーについて 

 ２月の統一クリーンデーは、２月３日（土）に行いました。 

２２名の方の参加を得て、緑地帯のごみ拾い、バス通りの清掃、こなら公園

の清掃等を行いました。１９袋の落ち葉と一般ごみを処理出来ました。 

 

 また、同じ３日に緑地環境美化グループの１０名の方々による、I地区北側、

緑地帯遊歩道の竹柵の補修を行いました。  

  

 統一クリーンデーの日（毎月第１土曜日）は、ご家庭の前だけでも出て来て

掃除をしましょう。お隣とのコミュニケーションが取れます。 

 

☆ ゴミ分別の講演会について 

３月６日（火）の１１時から自治会館に於いて、市役所環境部ごみ減量対策課

の方に来ていただき、「新しく追加したゴミの分別」についてお話をしていただ

きます。   都合のつく方は是非ご参加下さい。 

 

防犯防災部 からのお知らせ 

☆ １月の防犯活動結果 

１．「防犯パトロール」 

実施回数：１２回（中止２回）、延べ１００人の方にご参加いただきました。 

   １月も寒い日が続き、また雪の日もありましたが、沢山の参加ありがとうござ

いました。     ＜ 寒い中ご苦労様でした。 ＞ 

２．「青色パトロール」（土、日、月の３日実施）・・・９回 

 

３．「こどもの見守り」 

自治会館下交差点で２時半頃から３時半頃まで、第二小の下校時間帯に合わせて

実施しています。都合のつく方は是非参加してください。 

 

４．『防犯パトロール実施中』の看板を５０枚新しく買い揃えました。 

新しく設置されたい方、既存の物が破損、汚損して付替えご希望の方は防犯防災

部までお申し出下さい。 

  

☆ 防災関連 

「防災の集い」が１月１６日に鎌倉市福祉センターでありました。 

防犯防災部員が参加して。横浜地方気象台 防災気象官 海野さんの話を聞いてきま

した。 
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最近は大雨が多い 

最近の降水量観測によると、降水日は横ばいか減る傾向だが、一回

当たりの降水量は増えているそうです。大雨の回数も増えているの

で、それに対する備えも必要になっていると言う事です。 

 

色々な情報 

大雨に関する情報：大雨が予想される６時間前～１時間前に大雨注意報が出され

ます。大雨による災害に対して注意を呼びかけます。 

 

更に雨が強く降るか、降る予想が出れば大雨警報を発して重大な災害の発生に対

して警戒を呼びかけます。 

 

５０年に１度と言うような大雨が降るような状況になった場合は、大雨特別警報

を発し、厳重な警戒を呼びかけます。 

特別警報が発表されると、気象庁から携帯電話に緊急メールが届けられます。 

 

災害情報は大雨だけでなく、地震、火山、津波、洪水、気温等多数の情報が発せ

られますが、「警報」と付いた情報は命に関わる事があるので特に注意する必要が

あります。 

 

日本は自然災害（地震、台風、洪水、干ばつ、津波）の起こる

可能性は世界で第４位だそうです。 

一方、内閣府の調査では、各家庭で非常時用備蓄をしている家

庭は４６％と言う結果が出ているそうです。 

 

これは如何に日本人の危機意識が低いかと言う事を物語っています。 

 

皆さんのご家庭では如何ですか？ 

最低３日分の水と食料を備えておきましょう！！ 

 

自治会館再建検討委員会 からの報告 

昨年９月に行った「新自治会館建設資金に関するアンケートの集計結果が出ましたの

で報告します。 

 

全世帯４８５戸にアンケート用紙を配り、回答を組長経由で回収しました。 

回答を寄せてくださった方は、２３７通：約４９％の回答率となりました。 

 

この種のアンケートでは予想を上回る回答を得ることが出来ました。寄せられた回答

を解析し参考にして、会館再建のための資金計画を策定したいと思っています。 


